
井原議員（広志会） 

 

令和４年９月 21 日 

教 育 長 答 弁 実 録 

（ 教 育 委 員 会 ） 

 

（問）広島県教育関係職員倫理要綱上の問題及び新たな事業者との契約について 

利害関係者と会食をすることについて，広島県教育関係職員倫理要綱上の

問題はないのか。また，教育長が就任前までに広島県の事業を請け負ったこ

とのない事業者と，その後契約した事例があるか。 

（答） 

この度，契約事業者との昼食を共にしたことが，県民の皆様に疑惑や不信

を招くようなことになってしまったことにつきまして，申し訳なく思ってお

ります。 

教育長である私自身は，要綱の対象であるか否かにかかわらず，県民の皆

様の疑惑や不信を招くような言動を慎む必要があると考えております。 

今後は，私自身，襟を正し，県民の皆様の疑惑や不信を招くことのないよ

う努め，本県教育に対する県民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組んで

まいります。 

２つ目の御質問でございますが，私が就任してからの新契約については資

料を持ち合わせておりませんので，お答えができません。申し訳ございませ

ん。 

 


